
レクリエーション傷害保険
行事参加者の傷害危険補償特約付帯　日常生活傷害補償保険
ハイキング、運動会、バレーボール大会などの行事（レクリエーション）に参加して
いる間に、参加者が急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合に、保険
金をお支払いします。

この保険はお申込みいただいた行事に被保険者が参加している間※１および行事の集合場所・解散場所と被保険者の住居との往復中※２のケガを補償
します。
※１ 行事※3に参加するために所定の集合場所に集合した時から所定の解散場所で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間をいいます。
※２ 活動計画表等の資料により集合場所・解散場所を確認できる場合に限ります。
※３ 補償対象とする行事をいい、行事開催日当日以外の日に行う行事のための準備・片づけ等の作業を含みます。

行事の主催者

行事の参加者※全員
※行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、行事の主催者が備え付けている名簿等において行事参加者として氏名が記載
された方をいいます。
すべての行事参加者について同一の保険金額とします。

1年間（ご契約時に行事開催日（順延日を含みます。）が確定している場合は、行事開催日（順延日を含みます。）の期間に合わせた設定
も可能です。ただし、1年を超える設定はできません。）

死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。入院保険金、通院保険金などその他の保険金は被保険者にお支払いします。

①宿泊を伴う場合はこの保険では補償の対象となりません。
②この保険の補償は、保険期間始期日の午前0時から満期日の午後12時までの間です。行事開催日の期間に合わせた設定をす
る場合で行事の開催が満期日の午後12時を超えるときは、あらかじめその翌日を含めて保険期間を設定してください。
③行事ごとに参加者、行事開催日および順延日が客観的に確認できる以下の資料の作成・備付が必要です。
・参加者の名簿　・活動計画表・予定表　　　など

ご契約者

被保険者
（補償の対象となる方）

保険金額
保険金受取人

保険期間

ご契約時のご注意

次のプランからお選びください。

■ 団体割引の適用条件

■ 保険料のお支払方法

〈保険料：行事参加者1名、1日につき〉

適用団体割引率
団体割引が適用される参加者数

5%
20名以上

10%
500名以上

15%
1,000名以上

20%
3,000名以上

団体割引が適用される参加者数は、1日あたりのも
のです。ただし、開催日数が2日以上の場合は、開催
日の中で最も参加者の多い日の人数とします。

開催日・行事参加者が確定している
短期間のご契約

ご契約者が備え付けている名簿等に氏名
が記載されている参加者数分の保険料を
ご契約時にお支払いいただきます。

保険期間1年でのご契約（包括契約）
ご契約締結時に把握可能な直近の会計年度または行事参加者名簿等による過去1年間の参加者数を基に
算出した保険料をお支払いいただきます。この場合、以下の点にご注意ください。
①本年度実績が前年度実績より増加・減少した場合でも保険料の請求・返還は行いません。
②失効・解除・解約される場合は、確定精算は行わず、普通保険約款・特約に従い保険料を請求・返還します。

補償の範囲1
2 3

ご契約について

ご加入プランおよび保険料

1
2 3

1
2 3

死亡・後遺障害
入院（1日につき）
通院（1日につき）
割引なし

団体割引  5%適用時
団体割引10%適用時
団体割引15%適用時
団体割引20%適用時

保険金額

保険料

Aプラン Bプラン Cプラン Dプラン Eプラン Fプラン Gプラン
1,000万円
5,000円
3,000円
52円
49円
47円
44円
41円

700万円
5,000円
3,000円
42円
40円
38円
36円
33円

500万円
5,000円
3,000円
36円
34円
32円
30円
28円

500万円
3,000円
1,500円
28円
26円
24円
23円
22円

300万円
3,000円
1,500円
21円
19円
18円
17円
17円

200万円
3,000円
2,000円
18円
17円
16円
16円
15円

100万円
1,500円
1,000円

9円
9円
9円
7円
7円

〈1契約あたり〉

プラン



保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金
お申込みいただいた行事※1参加中に、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガ※2に対して、下記
❶～❺の保険金をお支払いします。
❶死亡保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
ただし、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた
残額をお支払いします。
❷後遺障害保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺
障害保険金額の4％～100％をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、保険証券記載の死亡・後遺障害保険金
額が限度となります。
❸入院保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合に、180日を限度に、入院保険金日額×入院日数をお
支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対してはお支払いしません。
❹手術保険金
ケガの治療のため、所定の手術を受けた場合に、次の計算式によって計算した金額を手術保険金としてお支払いします。

ただし、1事故につき事故の日からその日を含めて180日以内の手術1回に限ります。
❺通院保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に通院（往診を含みます。）した場合に、30日を限度に、通院保険金日額×
通院日数をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対してはお支払い
しません。

保険金をお支払いしない主な場合
●疾病･心神喪失によるケガ（例えば、歩
行中に脳疾患により意識を喪失し転倒
したためケガをした場合など）
●妊娠・出産・早産または流産を原因とし
たケガ
●頸部症候群（いわゆるむちうち症）また
は腰痛などで医学的他覚所見のない
ケガ
●ピッケルなど登山用具を使用する山岳
登はん、スカイダイビング、フリークライ
ミング（スポーツクライミング※3を除き
ます。）などの危険な運動中および航空
機操縦中のケガ
●オートバイ・自動車競走選手、自転車競
走選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の
危険な職業に従事している間に生じた
事故によって被ったケガ

など

●インターネットによるお申し込みの場合は保険料領収証の発行は行いません。（一部のご契約方式の場合は弊社所定の保険料領収証を発行しますので、弊社
代理店にご照会ください。）
●ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社にご連絡ください。

ア． 入院中に受けた手術の場合
手術保険金の額＝入院保険金日額×10倍

イ． ア. 以外の手術の場合
手術保険金の額＝入院保険金日額×5倍

補償の内容1
2 3

ご契約時のご注意1
2 3

ご契約後のご注意1
2 3

事故に関するご注意1
2 3
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●事故にあわれた場合、直ちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡が遅れると、保険金のお支払いが遅れたり、保険金が削減されることがあります
のでご注意ください。また、保険金請求の際は保険金請求書等の書類をご提出いただきます。
●保険金の種類により、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合に、代理人の方（配偶者（法律上の配偶者に限ります。）・3親等内の親族）が被保険者
に代わって保険金を請求できる代理請求制度がありますので、本制度について代理人の対象となる方々へ是非お知らせください。詳細につきましては、取扱代
理店または弊社にご照会ください。

＊このパンフレットはごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件その他この保険の詳細につきましては、普通保険約款および特約をご参照いただくか、取扱代理店
または弊社にご照会ください。また、ご契約時およびご契約後に、特にご注意いただきたい事項を、重要事項説明書に記載しておりますのでご契約前に必ずご確認ください。
＊弊社は、お預かりしたお客さまの個人情報を、適切に取り扱うとともにその安全管理に努めております。重要事項説明書に記載の「お客さま情報の取扱い」
をご確認ください。
＊複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、「共同保険に関する特約」に基づき幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
＊取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したが
いまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。

※１ 補償対象とする行事をいい、行事開催当日以外の日に行う行事のための準備・片づけ等の作業を含みます。
※２ 日射または熱射による熱中症状および有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
※3 登る壁の高さが５メートル以下のボルダリング、人工壁を登るリード、スピードをいいます。

けい

※他にご加入の傷害保険契約等がある場合には、インターネットではお申込みいただけません。取扱代理店までご連絡ください。

●保険金は健康保険、労災保険、生命保
険などとは関係なくお支払いします。
●宿泊を伴う行事は対象となりません。

●インターネット上の保険契約申込画面の入力内容または保険契約申込書の記載内容に間違いがないかご確認ください。
●ご契約を締結いただく際には弊社が告知で求めた事項（告知事項）を正しくお申出いただく義務（告知義務）があります。インターネット上の保険契約申込画面
等に記載された告知事項の内容が事実と異なる場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。インターネット上の
保険契約申込画面の入力内容または保険契約申込書等の記載内容を必ずご確認ください。

・被保険者数（行事の参加者数）
・この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約の有無（有の場合はその内容）※

告知
事項
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